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（新） 

 

１．目的 

  近年、ポルトガル語圏などの外国籍市民が増え続け、地域社会における日常生活の

面、行政･制度の手続き面においていくつかの課題が生じているのが実態です。 

そのため、外国籍市民が日本語や日本の生活習慣などの理解を深め、身近に行政･

制度の手続き面などの相談ができ、地域社会における日常生活が円滑に営まれるよう

に取り組む拠点を整備します。 

 

 

２．内容 

外国籍市民が集住している笹川団地において既存遊休施設(旧笹川警察官駐在所)の

改修により国際共生サロンを開設します。この国際共生サロンでは、ボランティアの

協力を得て日本語教室、生活文化(習慣)教室など共生適応事業を実施すると同時に、

行政･制度の手続き、生活ルールなどに関して身近に相談･助言を行う行政生活相談窓

口を設置します。 

 

 

３．予算額   ７,５００千円  （財源内訳） 一般財源     ７,５００千円 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 市長公室政策課 

    近藤、村上(周) 

    ℡ ５４－８１１２ 

国際共生サロン整備事業・国際共生サロン管理運営事業
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（新） 

 

１．目的 

  電子自治体を構築する取り組みの第２段階として、住民サービスの向上につながる

電子申請･届出などのシステム導入に向け、新住民情報システム等の構築に着手します。 

また、これにより保守経費等の経常経費の削減も図ります。 

 

 

 

 

 

 

２．内容 

  新住民情報システムはパッケージソフトの導入し、本年度については住民情報の基

本となる住民基本台帳システム等の再構築を行います。 

 

 

 

 

 

３．予算額 ３５２，０００千円（財源内訳）  一般財源  ３５２，０００千円 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 市長公室 ＩＴ推進課 

    佐藤 

    ℡ ５４－８１０６ 

新住民情報システムの構築 
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１．目的 

発生が危惧される大規模地震から市民の尊い命と財産を守るための施策として、平成

15 年度より実施している木造住宅無料耐震診断を引き続いて実施し、耐震診断によって

耐震補強が必要となった住宅について、耐震補強補助を実施する。 

また、一時避難所ともなる自治会集会所等の木造建築物の耐震診断についても、診断

を実施する。 

 

２．内容 

昭和 56 年 6 月 1 日に建築基準法が改正され、地震に対する建築物の設計基準が強化さ

れた。平成 7年に発生した阪神淡路大震災において、旧基準によって建築された木造住

宅に多くの被害が発生した。このことを踏まえて、建築基準法が改正される前に着工さ

れた在来軸組工法の木造住宅について、無料の耐震診断を実施する。 

また、耐震診断によって耐震補強工事が必要となった木造住宅について、三重県が実

施する耐震補強補助に併せて実施する。 

加えて、自治会集会所等の一時避難所もしくは同等の機能を有する旧建築基準法によ

り建築された木造建築物について、無料耐震診断を実施する。 

 

３．予算額   １１２，５００千円 

（前年度予算額  １１，７５０千円）  

内訳：耐震診断補助金  ９４，５００千円 

     耐震工事費補助金 １８，０００千円（新） 

 

（財源内訳） 

国庫支出金  ４５，０００千円 

                       県補助金   ３１，５００千円 

                       一般財源   ３６，０００千円 

 

 

 

 

 

 

担当 総務部防災対策課 

        山 本 

    ℡ ５４－８１１９ 

耐 震 化 促 進 事 業 
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（新） 

 

 

１．目的 

発生が危惧される大規模地震に対応するためには、「自らの命は自らが守る」という防

災対策の基本に立ち、市民の自助努力や地域連携による共助が行われやすいような体制

をより一層整備する必要がある。本市における自主防災組織の結成率は、平成 16 年 1

月現在で 84.26%であり、全国平均 61.3%を上回っているが、より組織が有効に活動でき

るように支援する。 

 

 

 

２．内容 

すでに結成されている自主防災組織において、相互協力体制の充実を目的に連合組織

化を図った団体があり、この組織における自助努力や組織内の相互間の協力体制充実な

どの活動に対して事業補助を実施し、市民による自助・共助の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

３．予算額   ７，０００千円（財源内訳）  一般財源    ７，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 総務部防災対策課 

        山 本 

    ℡ ５４－８１１９ 

自 主 防 災 組 織 活 性 化 事 業 
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１．目的 

解決困難な滞納事案を、平成１６年４月に設立される三重地方税管理回収機構に移

管し、整理回収を進め、滞納額の縮減を図る。 

 

２．内容 

①機構の概要 

  名 称 三重地方税管理回収機構 

性 格 地方自治法第２８４条に基づく一部事務組合 

構成団体 県内全６６市町村（三重県は支援団体） 

所在地 津市桜橋３丁目４４６－３４ 三重県津庁舎内 

業務内容 市町村税・個人県民税の滞納整理、不動産公売等 

 

②組織 

機構の職員は、市町村と県からの派遣職員等で構成し、より専門性の高い滞納整理

を行うため、国税経験者、弁護士などを顧問として配置し、アドバイスを受ける。 

四日市市からも職員を派遣する予定。 

 

③負担金の概要 

均等割                 １００千円 

   処理件数割（人口階層別）     １０，０００千円（２００千円×５０件） 

   機構設立準備経費（平成１６年度のみ）２，３８５千円 

※平成１８年度から徴収実績に応じた負担金を導入予定 

    

３．予算額 １２，４８５千円  （財源内訳） その他特財  ９，２７８千円 

  一般財源   ３，２０７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 財政部納税課 

    担当者 河 原 

    ℡ ５４－８１３１ 

    三重地方税管理回収機構負担金 
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    （新） 

 

 

１．目的 

地域住民による自発的、主体的な取り組みで、地域の防犯・防災、環境、福祉、

特色ある地域づくりなど地域に深くかかわる活動を支援し、個性と魅力ある、いき

いきとした地域社会づくりの先駆的事業を支援することにより、個性あるまちづく

りを推進する。 

 

 

 

 

 

２．内容 

   ○ 既存の支援制度の枠組みでは支援できない公益活動であること。 

○ ３年以上継続して取り組む公益活動であること。 

○ 支援対象先の選定については、庁内に選考委員会を組織し、申請者のプレゼ

ンテーション等に基づき選定を行う。 

○ 事業完了後は、その成果等の報告を義務付ける。 

 

 

 

 

３．予算額 

     １０，０００千円（財源内訳）  一般財源  １０，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 市民部 市民生活課 

    担当者  瀧上     

℡ ５４－８１４６ 

 個性あるまちづくり支援事業       
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    （新） 

 

 

１．目的 

 各地区における地域社会づくりの支援を任務とし、民間勤務で培われたノウハウ   

を生かした魅力あるまちづくりを行える、地域事情に精通した人を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

２．内容 

 平成１５年度各地区に団体事務局を設置し、地区社会福祉協議会や各地区連合自治会

などの団体事務をこの団体事務局へ移行したのちに、今まで懸案となっていた地域独自

の課題や全市一律ではない地域の個性に重点を置いたまちづくりを進める牽引となるべ

き人物を採用する。具体的には２３地区市民センターにおいて、地域社会づくりを担当

する地域の方をモデル的に４センター配置する。 

 主な業務としては地域の個性を見出すための手段として、①地域の状況把握（地区交

流懇談会や意見交換に出席する）②地域の地理的状況把握（地区課題のひとつである防

犯・防災の視点で地区を見直す）③地域の人材把握（定年後の地位に埋もれた人材活用

を行う）をおこなう。次に 地域として考えられる要望・課題の整理を行い、地域でで

きることから取り掛かるきっかけを地域に投げかける。 

 

 

 

 

３．予算額 １２，０００千円（財源内訳）  一般財源  １２，０００千円 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 地区市民センター住民運営推進事業費 

担当 市民部 市民生活課 

    瀧  上 

    ℡ ５４－８１４６ 

地区市民センター住民運営推進事業 
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   （新）    

 

１．目的 

地域振興の拠点である三重地区市民センターについて、その利便性の向上を目的として

隣接地を購入する。 

 

 

 

２．内容 

三重地区市民センターでは、地域振興の拠点として敷地内に交番（県）及び消防分団車

庫（市消防）が立地している一方、来場地区住民の駐車場所が不足していました。今回、消

防分団車庫の更新を計画するにあたり、地区市民センター隣接地所有者の土地売却希望を

受け、購入し、消防分団車庫の立地場所を調整することで、地区市民センター敷地内におけ

る駐車スペースを確保するものです。なお、予算内訳は不動産鑑定料（役務費）及び土地購

入費（公有財産購入費）。 

 

 

 

 

３．予算額 ２０，４１８千円（財源内訳）    県交付金  １０，１０９千円 

一般財源  １０，３０９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

 三重地区市民センター土地購入事業

担当 市民部 市民生活課 

    瀧  上 

    ℡ ５４－８１４６ 
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１．目的 

 平成１１年４月１日に開設した、市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）

の取扱業務を拡充し、市民サービスの向上を図る。 

 

 

                       

 

２．内容 

 現在、市民窓口サービスセンター（火曜日を除く午前１０時から午後７時まで開所）

の取扱業務は、証明書（住民票・戸籍・印鑑証明・税証明等）の発行のみであったが、

平成１６年度より、各届出（住民異動届・戸籍届・印鑑登録等）の受付処理を開始し、

取扱業務の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

３．予算額   ５，９７６千円（財源内訳）  一般財源    ５，９７６千円 

（前年度予算額 ３，８６７千円） 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 市民部市民課 

    担当者 田中 

    ℡ ５４－８１５２ 

市民窓口サービスセンター整備事業 
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（新） 

 

 

 

１．目的 

   四日市市地域福祉計画に基づき、市社会福祉協議会等と連携し、市民、事業者、

行政の協働のもとに地域福祉を推進していく。 

 

 

２．内容 

①四日市市地域福祉計画印刷費等   １，２９０千円 

 地域福祉について、広く周知するため、計画書及び概要版を印刷、配布すると

ともに、広報よっかいちへの掲載、ホームページなどへの掲載を行う。 

 

②地域福祉推進懇話会（仮称）   ３２７千円 

地域福祉の推進のために、学識経験者、地域で活動している関係団体、市民等

から広く意見を聞き、活動状況や課題などについての話し合い、情報交換などを

行う。 

 

 

３．予算額    １，６１７千円（財源内訳）  一般財源  １，６１７千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 保健福祉課 

    寺村 

    ℡ ５４－８１６３ 

地域福祉計画推進事業 
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     （新） 

 

 

 

１．目的  次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支

援、その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される

環境の整備のため、国の定める指針に即して「行動計画」を策定する。 

   

 

２．内容  「次世代育成支援対策推進法」に基づき、平成 17 年度を初年度とする

５年を 1期とした計画を策定する。計画策定に当たっては、市民の意見を

とり入れながら多岐にわたる課題を解決する必要があるため全庁的に取

り組むとともに、庁内外の委員による策定体制を構築する。 

次の 7項目について計画策定を行う。 

①地域における子育ての支援 

②母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 

③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

④子育てを支援する生活環境の整備 

⑤職業生活と家庭生活との両立の推進 

⑥こども等の安全の確保 

⑦要保護児童への対応などきめ細かな取組 

   

 

 

３．予算額  ５，０００千円   （財源内訳） 一般財源 ５，０００千円 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部児童福祉課 

    石川  

    ℡ ５４－８１７３ 

次世代育成支援行動計画策定事業 
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  （新） 

 

１．目的 

  母子生活支援施設の機能を活用し、母子生活支援施設の保育室に保育士を配置し、

母子家庭等の児童に対し保育サービスを提供し、その保護者の就業による自立を支援

する。 

 

 

２．内容 

  母子生活支援施設の機能を活用し、母子家庭等の児童に対し保育サービスを提供す

るために、平成１５年１０月１日より新たに創設された「母子生活支援施設保育機能

強化事業」を実施する。 

  （概  要）  社会福祉法人四日市厚生会母子生活支援施設「菜の花苑」におい

て保育サービスを提供するほか、母子家庭への相談、支援を行う 

  （対象児童）  母子・父子家庭の児童（経過的な利用を原則） 

  （保護者利用料） 

   国の要綱に定める「保育機能強化事業徴収金基準額表」に基づき市等が定める。 

生活区分 対象児童 徴収金基準額(月額) 

3 歳未満児 0 円 
生活保護世帯 

3 歳以上児 0 円 

3 歳未満児 2,220 円 
市民税非課税世帯 

3 歳以上児 1,380 円 

上記以外の世帯 6,580 円 

※母子家庭の母等が「市民税非課税世帯」の場合は、「生活保護世帯」の基準を適用する。 

※母子家庭の母等が「上記以外の世帯」の場合は、「市民税非課税世帯」の基準を適用する。 

 

３．予算額 ４，７３１千円（財源内訳）    県支出金  ３，５４７千円 

                       一般財源  １，１８４千円 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

担当 保健福祉部児童福祉課 

    梶川 

    ℡ ５４－８１７３ 

母子生活支援施設保育機能強化事業 
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   （新） 

 

 

 

１．目的 

  交通事故等の脳外傷が原因で生じた高次脳機能障害者の社会復帰を図るため、身体

障害者更生施設の機能を利用して社会生活に必要な訓練・指導を行い、在宅生活を支

援する。 

 

２．内容 

  概 要：対象者の障害の程度等を評価し、訓練プログラムを立てて行う高次脳機能

障害者のリハビリテーションを身体障害者更生施設に委託して実施する。   

  対象者：脳外傷による高次脳機能障害者で、身体障害者手帳の対象とならない者 

  

３．予算額   ２，６７４千円（財源内訳）  県補助金    １，３３７千円 

                       一般財源    １，３３７千円       

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部障害福祉課 

    担当者 上田 

    ℡ ５４－８１７１ 

高次脳機能障害者生活支援事業
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（新） 

 

 

 

１．目的 

厚生労働省の指定を受け、生活習慣の改善に重点を置いた健康づくり事業として、三重

北勢健康増進センターを中心に①肥満②高脂血症③糖尿病④主に高齢期における運動不

足からくる体力低下、下肢筋力低下の４コース各５０名、計２００名を対象として個別健康支援

プログラムを開発・実施し、大学評価チームの第三者評価を受ける。 

その効果を科学的に分析、評価することによって、より有効な市民健康づくり支援プログラ

ムの作成や実践方法の確立を目指すものである。 

 

 

２．内容 

実施手順 対象とする生活習慣病の選定 

健康度指標の選定・健康度の策定 

個別健康支援プログラムの実践者の選定 

保健サービス実施計画の作成 

個別健康支援プログラムの作成 

個別健康支援プログラムの実施（保健サービスの実施） 

分析及び評価（評価チーム） 

実施期間は平成１６年度～１８年度。 

 

３．予算額  ３１，７００千円（財源内訳）  その他特財  ３１，７００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部保健センター 

    担当者 山下 

    ℡ ５４－８２９１ 

ヘルスアップ事業 



 

15 

 

 

 

１．目的 

 市内での事業所の新設または増設に対して、奨励金を交付することにより既存企業の

新規設備投資及び新規産業の創出等産業立地の促進や産業の高度化を図るとともに就労

の場を確保し、本市の産業経済の振興を推進する。 

 

２．内容 

 市内で新たに事業所を設置する場合、または既存の事業所の施設を拡張する場合に投

下固定資産に係る固定資産税・都市計画税の１／２相当額を課税年度から 3年間、奨励

金として交付する。 

○対象事業 

 ・製造業 

・自然科学研究所 

・ものづくりを支えるソフト事業 

・今後成長が期待できる新規・成長分野（環境、医療・福祉、バイオ等） 

・テクノフロンティア四日市入居企業 

・物流機能を有する保管施設 

 

○奨励要件 

  製造業 投下固定資産総額 ５億円（中小企業は１億円） 

かつ償却資産の投下額 ５千万以上 

  テクノフロンティア四日市入居企業 

償却資産の投下額 ５千万以上 

物流機能を有する保管施設 

      投下固定資産総額 ５億円（中小企業は１億円） 

かつ償却資産の投下額 ５千万以上 

（上限５億円） 

 

３．予算額   ４３０，０００千円（財源内訳） 一般財源  ４３０，０００千円 

（前年度予算額 ２２１，７３０千円）                        

担当 商工農水部 商工課

坂 田 ・ 牧 野

℡ ５４－８１７８ 

 

 

    企業立地奨励金交付事業 
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１．目的 

 技術集積活用型産業再生特区の認定を契機に、本市産業の根幹をなす臨海部工業地帯

を中心として、市内事業所の高付加価値型事業への転換や次世代産業への展開を促進す

るため、特区構想に沿った事業分野における各企業の新たな研究開発拠点の形成を支援

する。 

 

２．内容 

 市内の既存事業所や新規立地企業が、下記事業分野において、先進的な研究開発を進

めるため、新たな研究施設・設備の新増設を行う際に、奨励金を交付する。 

○適用事業分野 

 ・燃料電池の開発普及にかかる研究 

・次世代ディスプレイの開発普及にかかる研究 

・バイオ・医薬品の開発にかかる研究 

・既存の製品から高付加価値型製品への転換を図るための研究 

 

○適用条件 

  新たな研究開発分野への展開、あるいは新たな研究チームを編成し、研究開発を

行うために、研究施設・設備を新設あるいは増設した場合 

 

○奨励金交付額 

  研究施設（家屋及び償却資産）取得価格   奨励割合 

２００，０００千円以下の部分      １０％ 

２００，０００千円を超える部分      ５％ 

（上限１億円） 

 

３．予算額   １５０，０００千円（財源内訳） 一般財源  １５０，０００千円 

（前年度予算額 １００，０００千円） 

担当 商工農水部 商工課

坂 田 ・ 牧 野

℡ ５４－８１７８ 

    民間研究所立地奨励金交付事業 
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    （新） 

 

 

１．目的 

 技術集積活用型産業再生特区に掲げる燃料電池の早期普及及び今後成長が期待される

燃料電池関連産業の集積を図り、特区計画の推進と本市産業の均衡ある発展と高度化を

目指すために燃料電池の実証試験を支援する。 

 

２．内容 

 実証試験を実施するために必要となる経費及び燃料電池の普及啓発事業等を行うため

に必要な経費の一部を補助する。 

 

○主な補助対象経費 

 ・機械装置又は工具器具の購入、製作、改良、据付け、借用、修繕等に要する経費 

・構築物の建造、改良、据付け、借用、修繕等に要する経費 

・原材料、副資材の購入に要する経費 

・外注加工、委託に要する経費 

・共同研究による技術指導に要する経費 等 

 

○適用条件 

  三重県燃料電池実証試験補助金交付要領に基づき承認された実施計画のうち、市

内に設置し、かつ市内に立地する企業との連携による実証試験を行うこと 

 

○奨励金交付額                   補助対象経費の 

・家庭用あるいはこれに類する小型業務用燃料電池     5 分の 1以内 

・大規模事業所向けに利用される業務用燃料電池      5 分の２以内 

（上限１０００万円） 

 

３．予算額 ３２，０００千円（財源内訳）   一般財源  ３２，０００千円 

 

                         

担当 商工農水部 商工課

餅 井 ・ 清 水

℡ ５４－８１７８ 

  燃料電池実証試験奨励金交付事業 
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        （新） 

 

 

１．目的 

 中心市街地において、にぎわいの創出や来街者を増やすとともに、大規模な空間にお

けるテナント誘致等を誘発するために、集客交流に寄与する施設整備を行う際に支援し、

中心市街地の活性化を図ることを目的とする。 

 

２．内容 

 中心市街地に集客を図り、にぎわいの創出や来街者増に寄与する施設であり、収容人

員が２５０人以上の下記の施設整備に係る事業を行う際に奨励金を交付する。 

○適用事業 

  ・映画館 

  ・劇場 

  ・コンサートホール 

・演芸場    

・その他上記に類する事業で集客が見込める施設 

 

 ○奨励金交付額 

   新設・増築又は改修を行う事業所の家屋及び償却資産の取得価格の合計額で、 

   10 億円以下の部分に 10％を乗じた額と 10 億円を超える部分に 5％乗じた額 

   （上限 2億円） 

 

３．予算額  １００，０００千円  （財源内訳） 一般財源 １００，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 商工課 

     森  下 ･ 近  藤 

     ℡ ５４－８１７６ 

中心市街地活性化促進奨励金交付事業 



 

19 

 

 

 

１．目的 

 中心市街地の活性化に向けて、まちににぎわいを創り出すための「まちなかにぎわい

塾」事業をはじめ、商店街におけるまちづくりルールへの支援などを通じて、新たなに

ぎわいの創出と個性的で魅力あふれる商業地の形成を目指す。 

 

２．内容 

 ○まちなかにぎわい塾 

   まちづくりに関する大学の研究室を誘致した「まちなかにぎわい塾」を拠点とし

て、平成１５年度に引き続き中心市街地活性化に向けた様々な提案や事業を実施し、

新たなにぎわいの創出と商店街のまちづくりに対する取り組みへの支援を行う。 

 

 ○まちなか店舗等外装整備費補助 

   商店街団体等が、それぞれの通りごとの魅力や特徴を生かして定めた、まちづく

りルールに沿った店舗の外装整備（シャッター・外壁・照明・看板等）を行う場合

に、経費の２/３（限度額２００万円）を補助する。 

 

 ○まちなか空店舗新規出店支援事業 

   空き店舗を活用して、新規性のある事業（都市型サービス等）を始める場合に、

店舗改装（内装）費用の９/10（限度額９０万円）を補助する。（対象事業は応募事

業の中から、市民・商業者・金融機関等で構成する審査会で決定） 

 

 

３．予算額  ７，８２３千円  （財源内訳） 一般財源 ７，８２３千円 

（前年度予算額８，５３５千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 商工課 

     森  下 ・ 近  藤 

     ℡ ５４－８１７６ 

まちなかにぎわい創出事業 



 

20 

 

 

 

 

１．目的 

 中心市街地の活性化を図るためには、地域の中に存在する様々な都市機能ストックを

活用することが重要であり、諏訪公園内の歴史的建造物を改修した「すわ公園交流館」

を幅広い利用者を見込める中心市街地の拠点施設として機能を充実させる。 

 

 

 

２．内容 

 「すわ公園交流館」を、市民グループ等が主体的に取り組む様々な活動の拠点として、

また、来街者や居住者のための憩いの場として活用できる魅力的な空間とする。 

 企画・運営については、市民の参画による運営協議会において、運営方法をはじめ諏

訪公園、まちをも舞台にしたイベントやイルミネーション事業を企画検討し、多くの市

民が積極的に参画することで中心市街地に関わる人々を増やしていく。 

 

 

 

３．予算額   １５，６４６千円 （財源内訳） 一般財源 １５，６４６千円 

（前年度予算額 １６，０９７千円）                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 商工課 

     森  下 ・ 駒 田 

     ℡ ５４－８１７６ 

すわ公園交流館事業 
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（新）  

 

 

 

１．目的 

   「第５１回全日本プロ選手権自転車競技大会｣は、我が国を代表するプロ選手が全

国から参加し、年に一度開催。昭和２７年以来半世紀の歴史を有しプロ選手が参加す

る大会としては、国内最大にて最高の大会で、自転車競技の普及と競輪のイメージア

ップ、健全な発展に寄与し、強いては新規競輪ファンの開拓を図る。 

また、｢平成１６年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪｣を開催することによ

り四日市競輪のイメージアップ及び活性化を図る。更に、平成１８年以降の特別競輪

等の開催誘致につなげる。 

 

 

２．内容 

   「第５１回全日本プロ選手権自転車競技大会｣は、車券発売を伴わない純粋な国内

最高の自転車競技大会で、トラック競技を四日市競輪場で５月９日（日）に個人、団

体等の全てオリンピック種目にて展開される。入場無料にて大会にふさわしいファン

サービスを図る。 

｢平成１６年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪｣は５月８日（土）の１日発売、

１１レース制で昼間開催とする。 

 

 

３．予算額  １，０９７，４８２千円 （財源内訳）  

                    その他特財  １，０９７，４８２千円 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部事業課 

       萩 

          ℡ ３１－３４５７ 

全プロ記念競輪・全プロ選手権自転車競技大会開催事業 
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（新）  

 

 

１．目的 

 アジア自転車競技連合並びに（財）日本自転車競技連盟が主催する「第２４回アジア

自転車競技選手権大会」、「第１１回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会」は、アジ

ア地域における自転車競技の最高峰の大会で、アテネ・オリンピック競技大会への参加

国枠を獲得するための第一関門となる重要な国際大会である。 

 この大会の本市での開催によって、トラックレースでは、競輪事業のイメージアップ

を図り、また水沢地区、桜地区の変化に富んだ地形と春の新芽が鮮やかなお茶畑や桜の

花を背景に繰り広げられるロードレースでは、自然景観に恵まれた本市を、自転車ファ

ンのみならず、日本や広くはアジアの人々にアピールする絶好の機会である。さらには、

スポーツを通じた国際交流も促進される。この大会は、スポーツ振興ばかりでなく、地

域振興を図るうえでも重要なものである。 

 

２．内容 

本大会には、アジアの約１４ヶ国・地域（前回の韓国大会の実績）から選手約１００

人、役員等関係者約１００人が参加する予定で、ロードレースは、平成１６年４月９日

から４月１１日の間に、水沢地区、桜地区の一般道路を利用し、個人タイムトライアル、

個人ロードレースが行われる。また、トラックレースは、４月１３日から１６日の間、

四日市競輪場で、スプリント、タイムトライアル、ケイリン、個人追抜競走、ポイント

レース、団体追抜競走、マディソンなどの種目が行われる予定である。 

また、児童をはじめとする地域住民と選手との交流も予定されている。 

 

３．予算額  ５１，０００千円  （財源内訳） その他特財  ５１，０００千円  

（内訳）大会負担金 50,000 千円        

      一般経費      1,000 千円                        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 2004 年アジア自転車競技選手権大会推進室 

新谷、山口 

℡ ５４－８２９８ 

アジア自転車競技選手権大会開催事業 



 

23 

 

（新） 

   

 

１．目的  

四日市市の農業は、農産物価格の低迷や農業従事者の高齢化や減少が進むなど、

厳しい課題に直面している。しかし、四日市市民の食料は四日市の農地から供給す

るという基本に立ち返り、農業の担い手の育成確保や農地の保全・有効利用を図る。 

 

２．内容 

 ①農業経営基盤支援事業          ３，７００千円 

   認定農業者の庭先やインターネットによる直接販売、法人化経営への移行、農地

の利用集積等を支援し、担い手の経営基盤の安定や所得の向上を図る。 

 

 ②新規就農者支援事業           ２，３００千円 

   新規就農希望者の農業技術の学習、訓練の場を提供するとともに、就農時の機械・

施設等の初期投資を支援することにより、新たな担い手の育成を図る。 

 

 ③地産地消推進事業            １，８００千円 

   地元農産物を積極的にＰＲし、消費者と生産者との相互交流を図る。また、無農

薬等の特別栽培を推進する。加えて、新規作目、品種の試験栽培を行うなど、新鮮・

安全・安心な地元農産物の地産地消を推進する。 

 

 ④遊休農地対策事業            ２，２００千円 

 農地の利用実態や、営農意向調査を行い､農地を借りたい人・貸したい人を登録、

マッチングすることにより、意欲ある担い手への農地の集積を図る。また、ＮＰＯ

との協働により、高齢化等に伴う労働力不足をサポートできる人材の育成、組織化、

農地の遊休化防止と有効活用を図る。 

 

３．予算額 １０，０００千円（財源内訳）   その他特財     １２０千円 

                       一般財源    ９，８８０千円 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部農林水産課 

    伊藤  北住 

    ℡ ５４－８１８０ 

四日市農業再生事業 
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（新） 

 

 

 

１．目的    

   北部清掃工場は、ダイオキシン対策に併せて１０年の延命工事を行ったが、新た

な総合ごみ処理施設の建設を平成２５年の稼動を目標に進めていく。平成１６年度

は、ＰＦＩ導入可能性予備調査、整備内容についての基本構想や廃棄物循環型社会

基盤施設整備事業計画の策定などを行う。 

 

 

 

２．内容 

 （１）ＰＦＩ導入可能性予備調査 

 （２）基本構想の策定 

 （３）廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の策定等 

     

 

 

３．予算額  １８，０００千円 （財源内訳） 一般財源   １８，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

担当 環境部生活環境課 

    神谷 

    ℡ ５４－８３３３ 

新総合ごみ処理施設調査研究費 
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（新） 

 

 

 

１．目的 

   平成１５年度に見直しを行っている「ごみ処理基本計画」に基づき、「みんなで創

り上げよう！ごみゼロを目指した資源循環型のまち」の理念のもとに、市民や事業

者の協力を得ながら、ごみの発生抑制、再資源化の促進、収集・運搬システムの適

正化など、各分野にわたって施策を遂行していく。特にプラスチックごみは、再資

源化や埋立処分場の継続活用から重要課題と認識し、まずはペットボトルについて

市全域で分別収集を行い資源化を図る。 

 

 

 

２．内容 

   現在、一部の小学校及び店舗で拠点回収を行っているが、平成１６年１０月から

再生可能物として市全域で分別収集を行い、資源化を図る。 

 

 

 

３．予算額  １７，６６０千円（財源内訳）  一般財源   １７，６６０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

担当 環境部生活環境課 

    伊藤 

    ℡ ５４－８１８２ 

ペットボトル資源化事業 



 

26 

（新） 

 

 

 

１．目的 

   塵芥収集車の排出ガスのクリーン化を図り、地域環境への負荷軽減を図る。 

 

 

 

２．内容 

   ごみの収集に使用しているディーゼル車の排出ガス対策については、従来から行

っているクリーン軽油の使用や酸化触媒装置の装着を継続して進めていくが、それ

に加えて平成１６年度は新たに天然ガス車の導入を行う。 

 

   中型粗大車 （５．５トン） １台 

 

 

 

３．予算額  １４，０００千円（財源内訳）  国庫支出金   １，７３０千円 

                       市  債    ９，２００千円 

                       一般財源    ３，０７０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

担当 環境部生活環境課 

    岡 

    ℡ ５４－８１８６ 

天然ガス車導入事業 
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（新） 

 

 

 

１．目的 

  四日市公害に関し、「四日市市史」編さん時に収集した資料を整理・展示するととも

に、市民（団体）により残されている写真等の記録を電子化し保存・整備する。 

 

 

２．内容 

本町プラザ４階にある四日市市環境学習センターの一部を改修し、公害資料室とし、

「四日市市史」編さん時に収集した資料を整理・展示するとともに、市民（団体）に

より残されている写真等の記録を電子化し保存・整備する。 

 

 

３．予算額  ４，５００千円（財源内訳）  一般財源    ４，５００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 環境部環境保全課 

    川 北 

    ℡ ５４－８１８８ 

公害資料庫整備事業 
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担当 都市整備部都市計画課

課長  中尾 茂 

℡５４－８１９４ 

 

 

（新） 近鉄名古屋線連続立体化関連施設整備事業 
 

1. 目的 

本市の中心市街地は三重県第一の都市として発展を遂げてきたが、近年の大規模

商業施設の郊外移転などにより魅力を失いつつあり、都市再生に向け中心市街地及

びその近隣周辺部で都心居住を促すなど市街地全体の活力を取り戻す必要がある。 

一方、末永本郷がある海蔵地区や橋北地区は中心市街地に隣接し、古くから一体

的に発展してきた歴史の一方で、都市基盤の充実が遅れたことから都市としての発

展が不十分となっている。 

このようなことから海蔵・橋北地区、ひいては中心市街地の活性化を図るため、

三重県が主体となって近鉄名古屋線連続立体化事業を行うこととなったが、本市と

してこの事業の効果を適切に受け止めるため道路などの関連施設整備を行う。 

なお、本市では市内で渋滞緩和対策を進めているが、末永本郷土地区画整理事業

区域内でも都市計画道路の赤堀山城線、午起末永線の整備が進んでおり、鉄道の立

体化によりネック箇所となっている踏切道がなくなるなど道路交通の円滑化が実現

する。 

 

2. 内容 

都市計画道路四日市関ヶ原線、明治橋、川原町駅前線から国道 1 号までの検討な

どを、平成 16 年度に三重県が補助事業で行う連続立体化事業の検討にあわせて適宜

実施する。 

 

3. 予算額  10,000 千円（財源内訳）  一 般 財 源 10,000 千円 

 

 



 

29 

 

 

 

１．目的 

 毎年実施している市政アンケートの結果において、「道路」は例年関心が高い。また、

同アンケートの際に寄せられる意見（四日市市民の声）の道路分類の中で、国道１号・

２３号等の渋滞緩和を要望する意見が最も多い。 

 市民が快適・安全に移動できるよう街路及び幹線道路を整備し、第二名神高速道路や

国県道である北勢バイパス、国道４７７号バイパス、富田山城線等とともに道路ネット

ワークを形成することで、市内の渋滞緩和を図る。 

 

２．内容 

（街路） 

○堀木日永線(平成１６年度末供用開始予定) 

  ○阿倉川西富田線（阿倉川） 

  ○千歳町小生線（第二期） 

○新・環状１号線（小杉～垂坂） 

（市内幹線道路） 

  ○山村平津線（第一・二期） 

  ○大鐘１９号線（第一期） 

  ○阿倉川西富田線（羽津・西富田３号線） 

○部田川左岸２号線(平成１６年度末供用開始予定) 

○大矢知富田線 

  ○新・東坂部２０号線 

 

３．予算額     ２，１００，０００千円 （財源内訳） 国庫支出金  841,500 千円 

（前年度予算額 ２，４６２，３００千円）       市   債 1,166,800 千円 

                             一般財源   91,700 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 都市整備部 道路整備課 

    課長 木村 孔施 

    ℡ ５４－８２１２ 

 街 路 及 び 市 内 幹 線 道 路 整 備 事 業 
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１．目的  

  平成１２年９月１１日の東海豪雨により、十四川下流部の富田地区は、多大な浸水

被害を受けたがその対策として、本河川上流部に調整池を設置し、下流部への雨水流

出量を抑制し又現況断面を最大限に利用するため、不足する余裕高の嵩上げ等により

治水対策を図るものである。 

 

２．内容 

  ○雨水調整池の概要 

   ・設置場所    富田山城線の北側、北勢バイパス予定地の西側。 

   ・構造      コンクリート擁壁 

   ・計画降雨    １０年確率 ７２．８ｍｍ／ｈｒ 

   ・最大流出量   １４．９６ｍ3／ｓ 

   ・雨水調整池容量 ２３，８００ｍ3 

   ・流域面積    ４２．８ｈａ 

  ○護岸嵩上工 

   ・設置場所    既存護岸について不足する余裕高の嵩上げを行う。 

   ・嵩上工     延長 Ｌ＝１，４００ｍ（コンクリート壁） 

  ○平成１６年度実施予定事業 

   ・用地購入 

   ・擁壁工 

   ・嵩上工 

 

 

３．予算額  １３３，５００千円（財源内訳） 市  債  １３３，５００千円 

（前年度予算額 ２０，０００千円） 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

担当 都市整備部公園・河川課 

    課長  桜井 道信 

    ℡ ５４－８２１６ 

排水対策事業（十四川調整池） 整備事業 
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１．目的 

民間の経営能力及び技術能力と公営住宅制度を活用して、市の財政負担軽減を図り

つつ、老朽化した市営住宅を、以下の基本方針に基づき整備する事業である。 

（１）高齢者をはじめとしてすべての人が安全に生活できる市営住宅 

（２）地域コミュニティーや市民活動の拠点となるような市営住宅 

（３）環境負荷の軽減など地球環境に配慮した市営住宅 

  また、民間分譲住宅事業を協働事業として実践し、地域の核となる空間創出を期待

するものである。 

 

 

２．内容 

四日市市大瀬古新町市営住宅団地に､以下の施設を整備する。 

（１）市営住宅    鉄筋コンクリート造 5階建 ３棟 １２０戸 

           高齢者対応に配慮した設備･システムを導入する。 

（２）共同施設    駐車場、集会所、談話室、公園及び緑地等 

（３）民間分譲住宅  ２０戸 

 

１６年度予定事業 

① 市営住宅１期工区の買取（２棟８０戸、集会所、談話室等） 

② 入居者の移転（大瀬古新町団地全世帯と永宮町団地の約半数） 

 

 

３．予算額 ９７６，６３０千円（財源内訳）  国庫支出金 ４６７，４９５千円 

（前年度予算額１２，４００千円）       市  債  ４６３，９００千円 

                       その他特財  ２６，０００千円 

                       一般財源   １９，２３５千円 

 

 

 

 

 

 

 

担当 都市整備部 市営住宅課 

    課長  吉原 恭二 

    ℡ ５４－８２１９ 

民活による四日市市大瀬古新町整備事業 
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１．目的 

      汚水衛生処理を計画的に推進し、生活環境の向上及び川や海などの公共用水域の

水質保全を図る。 

 

 

２．内容 

  ①管渠整備  富田、大矢知、八郷、羽津、海蔵、橋北、三重、常磐、川島、桜、

日永、四郷、河原田の各地区において整備を進める。 

   ②ポンプ場  采女中継ポンプ場建設工事に着手する。 

   ③処 理 場  日永浄化センター焼却炉設備更新工事等設備整備を図る。 

 

 

３．整備概要 

 平成１５年度末 平成１６年度末 増加数 

処理可能区域内戸数 ７０，４４０戸 ７２，６７０戸 ２，２３０戸

処理可能区域内人口 １７９，３８０人 １８５，３００人 ５，９２０人

人口普及率 ６０．３％ ６２．２％ １．９％

 

 

４．予算額   ３，５３６，４２３千円 

（前年度予算額 ３，８９４，７９５千円） 

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 下水道部下水管理課 

    稲垣 

    ℡ ５４－８２２０ 

公 共 下 水 道 汚 水 対 策 事 業 
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１．目的 

      市街化区域の浸水被害の防除を図る。 

 

 

２．内容 

 (1)都市下水路事業（朝明都市下水路） 

大矢知地区の幹線水路整備及び朝明ポンプ場のポンプ設備工事を行う。また、

一般排水路の改良工事を行い、局地的な浸水解消を図る。 

  (2)公共下水道事業 

①富田、大矢知、八郷、海蔵、常磐、日永、塩浜、河原田の各地区において水

路整備を進める。 

        ②河原田ポンプ場吐出工事及びポンプ設備工事を行うとともに茂福ポンプ場設

備更新工事を行う。 

   ③阿瀬知雨水１号幹線工事を引き続き行う。 

 

 

３．整備概要 

 平成１５年度末 平成１６年度末 増加数 

雨水整備面積 ２，８５９ｈａ ２，８６２ｈａ ３ｈａ 

雨水整備率 ４９．３％ ４９．４％ ０．１％ 

 

 

４．予算額   ３，４７８，４２２千円 

（前年度予算額 ２，８４４，７８１千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 下水道部下水管理課 

    稲垣 

    ℡ ５４－８２２０ 

都市下水路及び公共下水道による雨水対策事業



 

34 

（新） 

 

 

１．目的 

   患者サービスの向上を図るため、新病棟増築等の基本・実施設計、託児所移転用

地取得・造成工事及び設備の耐震対策工事を実施する。 

 

２．内容 

   （１） 新病棟増築等工事基本・実施設計業務委託 

   （２） 託児所整備工事基本・実施設計業務委託 

 （３） 託児所移転用地取得・造成工事 

   （４） 給水設備改修工事 

 

３．予算額 ２０８，６０９千円（財源内訳）  企 業 債   ３８，７００千円 

                       一般財源   ５１，７０４千円 

                       自己財源  １１８，２０５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  病院施設整備事業 

担当 市立四日市病院総務課 

    礒部 

    ℡ ５４－１１１１ 
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１．目的 

   医療の高度化に的確に対応するため最新医療機器を導入する。 

 

２．内容 

   （１） 多目的デジタルＸ線テレビ装置 

        消化管、気管支等非血管系造影撮影用高画質デジタル画像処理装置 

   （２） 人工心肺装置 外 

 

３．予算額   ４９９，０００千円 （財源内訳）企 業 債 ４５０，０００千円 

（前年度予算額 ４９９，０００千円）      自己財源  ４９，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  医療機器整備事業 

担当 市立四日市病院総務課 

    礒部 

    ℡ ５４－１１１１ 
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（新） 

 

 

 

１．目的 

   医療の質を高め、効率化を図るとともに、患者満足度の向上を図るため、電子カ

ルテシステムの基本計画を作成する。 

 

２．内容 

   （１） 電子カルテシステム基本計画作成業務委託 

    

３．予算額  ８，０００千円（財源内訳）   一般財源    ４，０００千円 

                       自己財源    ４，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 市立四日市病院総務課 

    礒部 

    ℡ ５４－１１１１ 

  電子カルテシステム整備事業 
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     （新） ３０人学級基礎学力向上事業 
 

 

 

 

１．目 的 

 

小・中学校すべての学年において，確かな学力の向上と学習規律と生活規律の確立

のために，１学級の児童・生徒数が 30 人を超える学級を対象に，よりきめ細やかな指

導を可能とするための教員加配事業。 

 

 

２．内 容 

 

ゆとりある教育活動を展開する中で，どの子にも各教科等の基礎的・基本的な内容

を確実に身につける指導が重要となる。そのためには，児童・生徒数が 30 人以下での

少人数授業を展開し，確かな学力の向上と学習規律と生活規律の確立を図る。 

 少人数授業は全ての学年で実施し，学年が進むにつれて学力差がつき，基礎・基本

の徹底がより重要とされる算数と国語（中学校は，数学と英語）を中心とする。  

なお，平成 14 年度，平成 15 年度に三重県の緊急雇用創出事業の補助を受け，小学

校１，２年生と中学校 1 年生中心に，平成 14 年度５３人分，平成 15 年度５８人分の

非常勤講師を配置したが，本年度は主に市単独事業として実施し、一部を昨年度に引

き続き三重県の緊急雇用創出事業の補助事業として実施する。予算額は非常勤講師１

２７人分の賃金等がその主なものである。 

 

 

３．予算額 ２０９，６７７千円 （財源内訳）一般財源 １３３，６６１千円 

                        県補助金  ７６，０１６千円 

                              

 

 

 

 
担当 教育委員会 学校教育課

馬渕 

℡ ５４－８２５０ 
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         （新） 

 

 

１．目的 

 

大規模校の児童生徒が小規模校の余裕教室等を利用してゆとりある教育活動を推進す

るとともに、特に人的支援を行うことで大規模校の教育活動をスムーズに運営する支援

事業を実施する。 

また、学校備品等については、国の基準においても一定の配慮はなされているが、こ

の基準をさらに市単独事業により 3年間を目途に充実を図り、備品の不足によって授業

に支障をきたさないよう充実を行う。 

 

 

２．内容 

 

指 導 課 

 (1)実施対象校  小学校３校、中学校３校 

※小学校 24 学級、中学校 18 学級以上を保有する学校あるいは、当該学級数を超える

見込みの学校 

 

 (2)事業内容 

  ① 教育活動支援補助員（学校司書教諭･教育相談員への援助） 

  ② 小規模校との交流提携活動 

 

学校教育課 

 (1) 対象校に通常の予算枠とは別に備品購入費として小学校１校あたり５１２千円、

中学校１校あたり１,０１２千円を予算化 

 

 

３．予算額  １３，４００千円（財源内訳）  一般財源 １３，４００千円 

（内 訳） 

指導課    ８，８２８千円 

学校教育課  ４，５７２千円 

 

 

 

担当 教育委員会 

  指導課    市 川  ℡ ５４－８２５５

  学校教育課 鹿 間  ℡ ５４－８２５０

大規模校支援事業 
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     （新） 

 

１．目的 

 

現在、ふれあい教室では学校復帰を目的とした適応指導を実施しているが、５名の指

導員によるきめこまかな指導や学校・家庭との連絡を密にしていくため、入級定員を２

５名（内三重郡４名）としている。しかし、平成１６年１月現在で、４３名（見学含）

の定員数をはるかに超えた児童・生徒に対応しており、きめこまかな指導や学校・家庭

との連絡に支障をきたしている。また、ふれあい教室への入級を希望しながらも、待機

している児童・生徒もいるのが実状である。このことから、適応指導教室事業を充実拡

大するため、第２ふれあい教室を１６年度に開設する。 

 

 

２．内容 

 

・平成１６年４月に勤労青少年ホーム内に開設する。 

・平成１６年７月に開校を予定している。 

・指導者４名により運営（指導員・臨時指導員・嘱託職員・指導補助員）する。 

・不登校により長期間欠席が続いている市内南部地域の小中学生を対象とする。 

 

 

３．予算額   ５，５４０千円（財源内訳）  一般財源    ５，５４０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２適応指導教室事業 

担当 教育委員会 教育センター

    白井 

    ℡ ５４－８２８３ 
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    （新） 

 

１．目的 

 

生涯学習社会に対応する今後の図書館のあり方（拠点舘と分館の機能、物流、窓口サ

ービス、情報機器の活用によるビジネス支援等）についての調査研究を行い、市民が求

める図書館サービスを検討する。 

 

 

２．内容 

 

有識者を含む(仮称)市民に求められる図書館検討委員会を立ち上げ、広く意見を求め

るとともに、アンケートや情報収集を行うことにより、市民にとって必要な図書館像の

調査研究を行う。 

 

 

３．予算額   ２，０００千円（財源内訳）  一般財源    ２，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民に求められる図書館検討事業 

担当 教育委員会 図書館 

    栗田 

    ℡ ５２－５１０８ 
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１．目的 

  東海地震及び東南海・南海地震の切迫性が指摘されるなか、自主防災組織の結成促

進等市民の自主的な取り組みはじめ、各地区消防分団への救助資機材の配備、さらに

は各消防署に市民貸し出し用簡易救助資機材を配備して住民が活動しやすい環境を整

えるとともに地震災害時の水利確保対策として耐震性貯水槽を設置し、発生が予想さ

れる火災の延焼阻止を効果的なものとし被害の軽減を図る。 

 

２．内容 

 （１） 自主防災組織設置費等補助事業 

     新規結成に対する補助事業      １５０千円 ×  8 隊 

     既存自主防災組織対する資機材助成   ５０千円 × ２０隊 

 （２） 地震防災資機材整備事業 

     各消防署に市民貸し出し用の簡易救助資機材を配置 

     （バール、斧、ハンマー、鋸 ３６セット）＜３ケ年で９６セット＞ 

     各消防分団に救助用資機材を配備 

     （ジャッキ、切断工具、特殊バール等 8 セット）＜３ケ年で２３セット＞ 

 （３） 耐震性貯水槽整備事業 

     ６０トン型（大宮西町）、４０トン型（堂ケ山町、上海老町） 

 （４） 消防支援組織整備事業 

     大規模災害時の消防活動を支援するため、職員ＯＢによる支援組織を立ち上

げる。 

 

３．予算額  ３２，３４８千円（財源内訳）  国庫支出金   ９，２０３千円 

（前年度予算 ３５，９７１千円）       市  債   １５，２００千円 

                       一般財源    ７，９４５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 消防本部 総務課 

         坪 田 

    ℡ ５６－２００２ 

大規模災害対策事業 



 

42 

 

   （新） 

 

１．目的 

水道事業は、多くの電力を消費する環境負荷の大きな事業であり、環境への影響を 

低減するための取り組みは、今後ますます重要になる。そのため、未利用エネルギー

となっている水道管内の水圧を利用した小水力発電を平成１７年度を目標に導入し、

環境負荷を低減した「環境にやさしい水づくり」に努めるとともに、施設の電力料金

の抑制や売電収入の確保を図る。 

 

 

２．内容 

小水力発電の導入に向けて調査等を実施する。 

○発電候補施設の選定調査 

○発電設備基本設計調査 

・計画諸元（発電機の種類・容量等）の精査 

・発電設備基本設計 

・概算工事費と経済性評価 

○発電設備実施設計 

 

 

３．予算額  ７，０００千円  （財源内訳） 自己財源 ７，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 水道局 建設課 

    伊 藤 

    ℡ ５４－８３６９ 

小水力発電事業 




